
規

則 

埼
玉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
五
十
号 

 
 

 

埼
玉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

第
二
条
第
二
号
中
「
県
民
共
生
局
長
」
の
下
に
「
、
こ
ど
も
政
策
局
長
」
を
加
え
、
「
、
少
子

化
対
策
局
長
」
を
削
る
。 

 

第
三
条
の
二
第
一
項
中
「
所
轄
所
」
の
下
に
「
（
県
立
の
学
校
を
除
く
。
）
」
を
、
「
担
当
部

長
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
以
上
の
職
に
あ
る
者
」
の
下
に
「
、
県
立
の
学
校
に
あ
つ
て
は
埼
玉

県
立
学
校
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
八
号
）
第
三
条

第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
長
等
」
を
加
え
る
。 

 

第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
磁
気
テ
ー
プ
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確

実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
（
以
下
「
磁
気
テ
ー
プ
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
納
入
の

通
知
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
磁
気
テ
ー
プ
等
」
を
「
当
該
通
知
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
十
二
条
第
一
項
中
「
次
に
掲
げ
る
」
を
「
法
律
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
指
定
す
る
者
に
対
す
る
公
金
の
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
各

号
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
各
号
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
た

だ
し
書
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
」
を
「
政
令
第
百
七
十
三
条

の
二
第
二
項
の
規
定
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
条
第
五
項
を
削
る
。 

 

第
四
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
収
納
に
関
す
る
事
務
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
歳
入
等
） 

第
四
十
二
条
の
二 

法
律
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
収
納
に
関
す

る
事
務
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
歳
入
等
と
し
て
知
事
が
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。 

 

一 

政
令
第
百
七
十
三
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
歳
入 

 

二 

地
方
税
（
当
該
地
方
税
に
係
る
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第

一
条
第
一
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
督
促
手
数
料
、
延
滞
金
、
過
少
申
告
加
算
金
、
不
申
告

加
算
金
、
重
加
算
金
及
び
滞
納
処
分
費
を
含
む
。
） 

 

三 

分
担
金 

 

四 

負
担
金 



 

五 

不
動
産
売
払
代
金 

 

六 

過
料 

 
七 

損
害
賠
償
金
（
第
九
号
に
掲
げ
る
遅
延
損
害
金
を
除
く
。
） 

 

八 
不
当
利
得
に
よ
る
返
還
金 

 

九 

第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
歳
入
に
係
る
延
滞
金
並
び
に
第
四
号
、
第
五
号

及
び
前
二
号
に
掲
げ
る
歳
入
に
係
る
遅
延
損
害
金 

 

第
四
十
八
条
の
二
中
「
専
門
員
」
を
「
職
員
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
十
条
中
「
磁
気
テ
ー
プ
等
に
よ
り
隔
地
払
の
方
法
に
よ
る
支
払
の
通
知
を
す
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
当
該
磁
気
テ
ー
プ
等
を
い
う
」
を
「
当
該
案
内
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電

磁
的
記
録
を
含
む
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
十
一
条
第
一
項
中
「
磁
気
テ
ー
プ
等
に
よ
り
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
る
支
払
の
通
知
を
す

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
磁
気
テ
ー
プ
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
規
則
に
お
い
て
」
を
「
当
該
案

内
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
以
下
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中 

「
及
び
期
末
手
当
」
を
「
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
十
八
条
第
二
項
中
「
及
び
期
末
手
当
」
を
「
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
十
三
条
の
三
第
一
項
中
「
政
令
第
百
六
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
法
律

第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
者
に
対
す
る
公
金
の
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
二
条
の
三
第
四
項
中
「
発
注
を
行
う
課
室
等
若
し
く
は
所
轄
所
に
お
い
て
、
又
は
」
を
削

る
。 

 

第
百
十
条
第
二
項
中
「
第
百
六
十
五
条
の
六
第
二
項
」
を
「
第
百
六
十
五
条
の
五
第
二
項
」
に

改
め
る
。 

 

第
百
十
六
条
第
一
項
第
二
号
中
ト
を
チ
と
し
、
ハ
か
ら
ヘ
ま
で
を
ニ
か
ら
ト
ま
で
と
し
、
ロ
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

ハ 

森
林
環
境
税 

 

第
百
三
十
二
条
第
二
項
中
「
第
百
六
十
五
条
の
六
第
一
項
」
を
「
第
百
六
十
五
条
の
五
第
一
項
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
百
六
十
五
条
の
六
第
二
項
」
を
「
第
百
六
十
五
条
の
五
第
二
項
」

に
改
め
る
。 

 

第
百
五
十
六
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

２ 

普
通
財
産
を
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
貸
付
け
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
号
の
場
合
に
お
い
て
、
知
事
が
特

に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
同
号
に
定
め
る
期
間
を
超
え
て
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

植
樹
を
目
的
と
す
る
土
地
の
貸
付
け 

五
十
年
以
内 

 

二 

借
地
借
家
法
（
平
成
三
年
法
律
第
九
十
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
の

貸
付
け 

五
十
年
以
上 



 

三 

借
地
借
家
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
の
貸
付
け 

三
十
年
以
上
五
十
年

未
満 

 
四 

借
地
借
家
法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
の
貸
付
け 

十
年
以
上
三
十
年
未

満 

 

五 

前
各
号
の
場
合
を
除
く
ほ
か
、
土
地
及
び
そ
の
定
着
物
（
建
物
を
除
く
。
）
の
貸
付
け 

 

 
 

十
年
以
内 

 

六 

建
物
そ
の
他
の
物
件
の
貸
付
け 

五
年
以
内 

 

第
百
六
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
百
六
十
八
条 

削
除 

 

第
百
九
十
八
条
第
二
項
第
三
号
中
「
第
百
六
十
五
条
の
六
第
二
項
」
を
「
第
百
六
十
五
条
の
五

第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
百
条
第
一
項
第
一
号
中
「
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
」
を
削
る
。 

 

第
二
百
九
条
第
一
項
の
表
出
納
総
務
課
の
項
中
「
専
門
員
」
を
「
職
員
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
の
表
所
轄
所
（
防
災
航
空
セ
ン
タ
ー
、
東
部
環
境
管
理
事
務
所
、
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
、
高
等

看
護
学
院
、
花
と
緑
の
振
興
セ
ン
タ
ー
、
八
潮
新
都
市
建
設
事
務
所
、
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
江
南

支
所
、
県
立
嵐
山
史
跡
の
博
物
館
、
県
立
の
学
校
（
飯
能
高
等
学
校
、
川
越
特
別
支
援
学
校
、
川

口
特
別
支
援
学
校
、
春
日
部
特
別
支
援
学
校
、
上
尾
特
別
支
援
学
校
、
狭
山
特
別
支
援
学
校
、
久

喜
特
別
支
援
学
校
、
大
宮
北
特
別
支
援
学
校
、
越
谷
西
特
別
支
援
学
校
、
騎
西
特
別
支
援
学
校
、

草
加
か
が
や
き
特
別
支
援
学
校
及
び
け
や
き
特
別
支
援
学
校
を
除
く
。
）
、
警
察
署
及
び
警
察
学

校
を
除
く
。
）
の
項
中
「
春
日
部
特
別
支
援
学
校
」
の
下
に
「
、
三
郷
特
別
支
援
学
校
」
を
、
「
騎

西
特
別
支
援
学
校
」
の
下
に
「
、
上
尾
か
し
の
木
特
別
支
援
学
校
、
所
沢
お
お
ぞ
ら
特
別
支
援
学

校
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
百
十
四
条
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八

第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
百
十
五
条
第
一
項
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
各
号
」
を
「
第
二
百
四
十
三

条
の
二
の
八
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
三
項
」

を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
百
十
六
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

２ 

会
計
管
理
者
の
命
ず
る
検
査
員
は
、
指
定
金
融
機
関
等
及
び
法
律
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第

二
項
の
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
処
理
し
た
事
務
の
状
況
に
つ
い
て
、
定
期
及
び
臨
時
に
実
地

に
検
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
百
三
十
六
条
第
一
項
中
「
及
び
法
律
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
六
第
四
項
」
を
「
並
び
に

法
律
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
六
第
四
項
及
び
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
四
項
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
二
第
十
六
項
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

並
び
に
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
に
基
づ
く
団
体
職
員
に
係
る
負

 



 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
様
式
第
十
九
号
（
一
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
に
基
づ
く
団
体
職
員
に
係
る
負
担
金

並
び
に
著
作
権

 

法
第

1
0
4
条
の

1
1
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
団
体
に
支
払
う
負
担
金

 

」
に
改
め
る
。 

担
金

 



 

埼玉県収納済通知書 返           公 
通常払込料金
加入者負担

   
埼玉県返納通知書
兼払込金受領証

 公 
通常払込料金
加入者負担

  埼玉県返納通知書兼領収書       

 加入
者名 

 
口座記号 
番 号 

 金 額 円    加入者名  
口座 
記号 
番号 

  加入者名  
口座 
記号 
番号 

 金額 円   

    収納機
関番号 

 
納付
番号 

 
 

 収納機関

番 号 
 

納付
番号 

 
確認
番号 

 
納付
区分 

   金額 円    

   ゆ
う
ち
ょ
銀
行
又
は
郵
便
局
で
の
お
支
払
の
場
合
は
、
左
側
の
２
枚
だ
け
を
お
出
し
く
だ
さ
い
。 

確認
番号 

 
納付
区分 

 
納入
期限 

年  月  日  
 

 
納入
期限 

年  月  日 
納付
目的 

 

  納入者  

    納付

目的 
 

 

 
▼     ▼     ▼     ▼     ▼     ▼     ▼ 

    

 

 

切
り
取
ら
な
い
で
お
出
し
く
だ
さ
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
様  

 上記の金額を納入してください。                  年  月  日 

 

 

 課所長                                    印 

 

 納入場所 

  埼玉県指定金融機関、埼玉県指定代理金融機関、埼玉県収納代理金融機関 

   

 

 
納 付
目 的 

  

 納付番号   
 

納入者 

 
 
 

様  

収 納 済 印  

 

 

確認番号   

 納入期限 年  月  日   

 
課所名 収 納 済 印 課所名  収 納 済 印 

 
 収納年月日 金融機関コード 課所名  

 

   

 

 

  

納入者住所氏名 
 
 
 
 
 
 
 
 

様  

 

 

   

 

 
（会計管理課保管） 

 

         

       
（金融機関保管） 
この受領証は、大切に保管してください。 

 （納入者保管） 
  

備考 本様式は、財務会計システムによつて作成する場合に使用すること。 

 

様式第１９号（１）（第３３条、第４６条、第１２５条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様
式
第
二
十
一
号
（
一
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 



 

埼玉県収納済通知書 納           公 
通常払込料金
加入者負担

   
埼玉県納入通知書
兼払込金受領証

 公 
通常払込料金
加入者負担

  埼玉県納入通知書兼領収書       

 加入
者名 

 
口座記号 
番 号 

 金 額 円    加入者名  
口座 
記号 
番号 

  加入者名  
口座 
記号 
番号 

 金額 円   

    収納機
関番号 

 
納付
番号 

 
 

 収納機関

番 号 
 

納付
番号 

 
確認
番号 

 
納付
区分 

 
  

金額 円  
  

   ゆ
う
ち
ょ
銀
行
又
は
郵
便
局
で
の
お
支
払
の
場
合
は
、
左
側
の
２
枚
だ
け
を
お
出
し
く
だ
さ
い
。 

確認
番号 

 
納付
区分 

 
納入
期限 

年  月  日  
 

 
納入
期限 

年  月  日 
納付
目的 

 

  納入者  

    納付

目的 
 

 

 
▼     ▼     ▼     ▼     ▼     ▼     ▼ 

    

 

 

切
り
取
ら
な
い
で
お
出
し
く
だ
さ
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
様  

 上記の金額を納入してください。                  年  月  日 

 

 

 歳入徴収権者                                 印 

 

 納入場所 

  埼玉県指定金融機関、埼玉県指定代理金融機関、埼玉県収納代理金融機関 

  埼玉県と契約した収納代行業者 

 

 
納 付
目 的 

  

 納付番号   
 

納入者 

 
 
 

様  

収 納 済 印  

 

 

確認番号   

 納入期限 年  月  日   

 
課所名 収 納 済 印 課所名  収 納 済 印 

 
 収納年月日 金融機関コード 課所名  

 

   

 

 

  

納入者住所氏名 
 
 
 
 
 
 
 
 

様  

 

 

 CVS収納用  

 

 
（会計管理課保管・コンビニ本部控） 

 

         

       
（金融機関保管・コンビニ店舗控） 
この受領証は、大切に保管してください。 

 （納入者保管） 
  

備考 本様式は、財務会計システム又は放置駐車違反管理システムによつて作成する場合に使用すること。 

 

様式第２１号（１）（第３６条、第１２５条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様
式
第
二
十
五
号
（
四
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 



 

埼玉県収納済通知書 払           公 
通常払込料金
加入者負担

   
埼玉県払込書兼
払込金受領証

  公 
通常払込料金
加入者負担

  埼玉県払込書兼領収書         

 加入
者名 

 
口座記号 
番 号 

 金 額 円    加入者名  
口座 
記号 
番号 

  加入者名  
口座 
記号 
番号 

 金額 円   

    収納機
関番号 

 
納付
番号 

 
 

 収納機関

番 号 
 

納付
番号 

 
確認
番号 

 
納付
区分 

 
  

金額 円  
  

   ゆ
う
ち
ょ
銀
行
又
は
郵
便
局
で
の
お
支
払
の
場
合
は
、
左
側
の
２
枚
だ
け
を
お
出
し
く
だ
さ
い
。 

確認
番号 

 
納付
区分 

   
 

 

  
納付
目的 

 

    

    納付

目的 
 

 

 
▼     ▼     ▼     ▼     ▼     ▼     ▼ 

    

 

 

切
り
取
ら
な
い
で
お
出
し
く
だ
さ
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 上記の金額を払い込みます。                    年  月  日 

 

 

  

 

 納入場所 

  埼玉県指定金融機関、埼玉県指定代理金融機関、埼玉県収納代理金融機関 

   

 

 
納 付
目 的 

  

 納付番号   
 

 

 
 
 
 

収 納 済 印  

 

 

確認番号   

    

 
課所名 収 納 済 印 課所名  収 納 済 印 

 
 収納年月日 金融機関コード 課所名  

 

   

 

 

    

 

   

 

 
（会計管理課保管） 

 

         

       
（金融機関保管） 
この受領証は、大切に保管してください。 

 （納入者保管） 
  

備考 本様式は、財務会計システムによつて作成する場合に使用すること。 

 

様式第２５号（４）（第４０条、第５８条、第１２５条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様
式
第
二
十
六
号
（
一
）
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 
様
式
第
二
十
六
号
（
二
）
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
二
十
六
号
（
三
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

様
式
第
七
十
三
号
（
四
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

地
方
自
治
法
施
行
令
第
１
５
８
条
第
１
項

 

第
２
４
３
条
の
２
第
１
項

 

地
方
自
治
法

 

歳
入
等

 
歳
入

 

地
方
自
治
法
施
行
令
第
１
５
８
条
第
１
項

 
地
方
自
治
法

 

第
２
４
３
条
の
２
第
１
項

 

様
式
第
２
６
号
（
３
）

 
削
除

 



 

埼玉県収納済通知書 外           公 
通常払込料金
加入者負担

   
埼玉県納付書兼
払込金受領証

  公 
通常払込料金
加入者負担

  埼玉県納付書兼領収書         

 加入
者名 

 
口座記号 
番 号 

 金 額 円    加入者名  
口座 
記号 
番号 

  加入者名  
口座 
記号 
番号 

 金額 円   

    収納機
関番号 

 
納付
番号 

 
 

 収納機関

番 号 
 

納付
番号 

 
確認
番号 

 
納付
区分 

   金額 円    

   ゆ
う
ち
ょ
銀
行
又
は
郵
便
局
で
の
お
支
払
の
場
合
は
、
左
側
の
２
枚
だ
け
を
お
出
し
く
だ
さ
い
。 

確認
番号 

 
納付
区分 

 
納入
期限 

年  月  日  
 

 
納入
期限 

年  月  日 
納付
目的 

 

  納入者  

    納付

目的 
 

 

 
▼     ▼     ▼     ▼     ▼     ▼     ▼ 

    

 

 

切
り
取
ら
な
い
で
お
出
し
く
だ
さ
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
様  

 上記の金額を納付します。                     年  月  日 

 

 

  

 

 納入場所 

  埼玉県指定金融機関、埼玉県指定代理金融機関、埼玉県収納代理金融機関 

  埼玉県と契約した収納代行業者 

 

 
納 付
目 的 

  

 納付番号   
 

納入者 

 
 
 

様  

収 納 済 印  

 

 

確認番号   

 納入期限 年  月  日   

 
課所名 収 納 済 印 課所名  収 納 済 印 

 
 収納年月日 金融機関コード 課所名  

 

   

 

 

  

納入者住所氏名 
 
 
 
 
 
 
 
 

様  

 

 

 CVS収納用  

 

 
（会計管理課保管・コンビニ本部控） 

 

         

       
（金融機関保管・コンビニ店舗控） 
この受領証は、大切に保管してください。 

 （納入者保管） 
  

備考 本様式は、財務会計システム又は放置駐車違反管理システムによつて作成する場合に使用すること。 

 

様式第７３号（４）（第１１７条、第１２５条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



電
話
加
入
権

 
電

話
加

入
権
 

件
 

 

 

 

     

様
式
第
八
十
七
号
の
備
考
１
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
九
十
七
号
（
四
）
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
九
十
九
号
（
七
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

公
有
財
産
台
帳
附
表
第
一
中 

「 

」 

を
削
る
。 

、
電
話
加
入
権
は
加
入
番
号

 

、
出
資
等
及
び
電
話
加
入
権

 
及
び
出
資
等

 



 

 (７) 無体財産権 

 
区           分 前年度末現在高 

今  年  度  増  減 
年度末現在高 

 

 増 減 差   引  

 行政 

財産 

特 許 権 件 件 件 件 件  

        

 普通 

財産 

特 許 権       

        

 
合計 

特 許 権       

        

             

備考 権利の名称を別紙として添付すること。 

 

 

様式第９９号（７）（第１６７条関係） 

 



 

様
式
第
九
十
九
号
（
八
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



 (８) 有価証券 

 

区 分 前年度末現在高 

今  年  度  増  減 

年度末現在高 

 

 増 減 差     引  

 株 券 
千円 千円 千円 千円 千円 

 

 社 債 券       

 地 方 債 証 券       

 国 債 証 券       

 受 益 証 券       

 そ の 他       

 合 計       

             

 

 

様式第９９号（８）（第１６７条関係） 

 



 

様
式
第
百
九
号
（
一
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 

埼玉県収納済通知書 督           公 
通常払込料金
加入者負担

   
埼玉県督促状兼
払込金受領証

  公 
通常払込料金
加入者負担

  埼玉県督促状兼領収書         

 加入
者名 

 
口座記号 
番 号 

 金 額 円    加入者名  
口座 
記号 
番号 

  加入者名  
口座 
記号 
番号 

 金額 円   

    収納機
関番号 

 
納付
番号 

 
 

 収納機関

番 号 
 

納付
番号 

 
確認
番号 

 
納付
区分 

   金額 円    

   ゆ
う
ち
ょ
銀
行
又
は
郵
便
局
で
の
お
支
払
の
場
合
は
、
左
側
の
２
枚
だ
け
を
お
出
し
く
だ
さ
い
。 

確認
番号 

 
納付
区分 

 
納入
期限 

年  月  日  
 

 
納入
期限 

年  月  日 
納付
目的 

 

  納入者  

    納付

目的 
 

 

 
▼     ▼     ▼     ▼     ▼     ▼     ▼ 

    

 

 

切
り
取
ら
な
い
で
お
出
し
く
だ
さ
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
様  

 上記のとおり督促します。                     年  月  日 
 
 最初の納入期限     年  月  日 
 
 歳入徴収権者                                 印 
 
 納入場所 
  埼玉県指定金融機関、埼玉県指定代理金融機関、埼玉県収納代理金融機関 

  埼玉県と契約した収納代行業者 

 

 
納 付
目 的 

  

 納付番号   
 

納入者 

 
 
 

様  

収 納 済 印  

 

 

確認番号   

 納入期限 年  月  日   

 
課所名 収 納 済 印 課所名  収 納 済 印 

 
 収納年月日 金融機関コード 課所名  

 

   

 

 

  

納入者住所氏名 
 
 
 
 
 
 
 
 

様  

 

 

 CVS収納用  

 

 
（会計管理課保管・コンビニ本部控） 

 

         

       
（金融機関保管・コンビニ店舗控） 
この受領証は、大切に保管してください。 

 （納入者保管） 
  

備考 本様式は、財務会計システムによつて作成する場合に使用すること。 

 

様式第１０９号（１）（第２０１条、第１２５条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 
こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
十
九
号
）
附
則
第
二
条
第
三
項

又
は
地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
六
年
政
令
第
十
二
号
）
附
則
第

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
現
に
公
金
の
徴
収

若
し
く
は
収
納
又
は
支
出
に
関
す
る
事
務
を
行
わ
せ
て
い
る
者
に
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
当
該

従
前
の
公
金
事
務
を
行
わ
せ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
財
務
規
則

第
四
十
二
条
、
第
六
十
三
条
の
三
、
第
二
百
十
六
条
及
び
様
式
第
二
十
六
号
（
一
）
か
ら
様
式

第
二
十
六
号
（
三
）
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
財
務
規
則
様
式
第
十
九
号
（
一
）
、
様
式
第
二
十
一
号

（
一
）
、
様
式
第
二
十
五
号
（
四
）
、
様
式
第
七
十
三
号
（
四
）
及
び
様
式
第
百
九
号
（
一
）

の
規
定
に
よ
る
用
紙
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 


